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(57)【要約】
【課題】小型化、薄型化、及び軽量化を維持して防水性
能を向上できる電子機器を提供する。
【解決手段】電子機器は、生体情報を測定する電子機器
であって、生体情報を測定する生体情報センサー部と、
生体情報センサー部を収納する外装ケース９と、を含み
、外装ケース９は、ケース本体部１０と、裏蓋部１２と
、を備えて構成され、ケース本体部１０は、一面は風防
１８と一体に成形され、他面は開口部２０が形成される
透明部材で構成され、裏蓋部１２は、開口部２０を塞ぐ
ようにケース本体部１０に取り付けられ、少なくとも一
部が透明部材で形成されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報を測定する電子機器であって、
　前記生体情報を測定する生体情報センサー部と、
　前記生体情報センサー部を収納する外装ケースと、
　を含み、
　前記外装ケースは、ケース本体部と、裏蓋部と、を備えて構成され、
　前記ケース本体部は、一面は風防と一体に成形され、他面は開口部が形成される透明部
材で構成され、
　前記裏蓋部は、前記開口部を塞ぐように前記ケース本体部に取り付けられ、少なくとも
一部が透明部材で形成されていることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記外装ケースは、少なくとも前記風防を除く前記ケース本体部を覆うように設けられ
、光を遮蔽するプロテクターを有することを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
　前記プロテクターは、前記外装ケースとバンド部とを係合するための第１の係合部と第
２の係合部とを備えることを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記ケース本体部から前記裏蓋部への方向での投影視において、前記風防よりも小さい
透光面積を持つ見切り板を有することを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記裏蓋部は検出窓をさらに備え、
　前記裏蓋部から前記ケース本体部に向かって延在し、前記検出窓の周囲に形成された光
を遮蔽する導光制御部を有することを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記裏蓋部は、２色成形によって形成されていることを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の電子機器において、
　前記検出窓の少なくとも一部は、前記ケース本体部から前記裏蓋部に向かう方向に突出
するように形成されていることを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記生体情報センサー部は、光電センサーを有していることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示部を備えた多くの電子機器において、携帯性やデザイン性を高めるため、小
型化及び薄型化されている。ところで、腕時計等の電子機器に用いられる表示部の多くは
、周辺環境の影響を受けやすくデリケートなものである。そこで、表示部を安定して長期
間使用できるようにするために、時刻表示窓の内周面と風防ガラスの側面とがパッキンを
介して密に接している筐体に収容することがあった（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８５７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のようなパッキンを使用した構成では、強い力でパッキンを
押さえつけるため、筐体に剛性が必要となる。必要な剛性を確保する方法として、一つに
は剛性の高い金属材料を筐体として採用することが挙げられるが、これは電子機器の重量
や通信電波への影響、更にはコストアップを招き、安価に電子機器を提供することが困難
になってしまう。また、他の方法として、筐体を肉厚化することが挙げられるが、この方
法では電子機器の筐体のサイズが大きくなり、特に厚みが増してしまい、電子機器の小型
化、薄型化、及び軽量化を維持して防水性能を向上させることが困難になるおそれがあっ
た。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］本適用例に係る電子機器は、生体情報を測定する電子機器であって、前記
生体情報を測定する生体情報センサー部と、前記生体情報センサー部を収納する外装ケー
スと、を含み、前記外装ケースは、ケース本体部と、裏蓋部と、を備えて構成され、前記
ケース本体部は、一面は風防と一体に成形され、他面は開口部が形成される透明部材で構
成され、前記裏蓋部は、前記開口部を塞ぐように前記ケース本体部に取り付けられ、少な
くとも一部が透明部材で形成されていることを特徴とする。
【０００７】
　本適用例によれば、一般的な構造におけるケース本体部と風防を一体とし、ケース本体
部と風防の接面部における水分と高圧ガスの接面漏れと、風防パッキンの内部組織を透過
して漏れる浸透漏れをなくすことができる。これにより、ケース本体部と風防との接面部
の防水性を確保するための剛性設計を考慮する必要が無くなるので、小型化、薄型化、及
び軽量化を維持して防水性能を向上させることができる。また、溶着による風防の固定と
比較しても、溶着品質のバラツキによる防水性への影響は考えなくて良く、溶着固定工程
がない為、コストメリットもある。
【０００８】
　ここで、ケース本体部の「透明部材」とは、可視光を透過させる部材のことであり、有
色透明、無色透明のいずれでもよい（ただし、可視光の透過率を高めるためには、無色透
明であることが好ましい。）。また、裏蓋部の「透明部材」とは、生体情報センサー部で
用いられる光を透過させる部材のことであり、有色透明、無色透明のいずれでもよい。
【０００９】
　［適用例２］上記適用例に記載の電子機器において、前記外装ケースは、少なくとも前
記風防を除く前記ケース本体部を覆うように設けられ、光を遮蔽するプロテクターを有す
ることを特徴とする。
【００１０】
　本適用例によれば、生体情報センサー部への測定ノイズの要因となる光の侵入を抑制で
き、生体情報の測定性能を確保しつつ、小型化、薄型化、及び軽量化を維持して防水性能
を向上させることができるので、好適な構成となる。
【００１１】
　［適用例３］上記適用例に記載の電子機器において、前記プロテクターは、前記外装ケ
ースとバンド部とを係合するための第１の係合部と第２の係合部とを備えることを特徴と
する。
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【００１２】
　本適用例によれば、プロテクターの着せ替えの容易性を確保しつつ、生体情報測定への
影響を小さく抑えることができる。
【００１３】
　［適用例４］上記適用例に記載の電子機器において、前記ケース本体部から前記裏蓋部
への方向での投影視において、前記風防よりも小さい透光面積を持つ見切り板を有するこ
とを特徴とする。
【００１４】
　本適用例によれば、風防や、ケース本体部と風防との接面部周辺からの外光が電子機器
内部へ侵入し、生体情報センサー部の測定ノイズの要因となることを抑制でき、好適な構
成となる。
【００１５】
　［適用例５］上記適用例に記載の電子機器において、前記裏蓋部は検出窓をさらに備え
、前記裏蓋部から前記ケース本体部に向かって延在し、前記検出窓の周囲に形成された光
を遮蔽する導光制御部を有することを特徴とする。
【００１６】
　本適用例によれば、ケース本体部を透明材料で形成した場合でも、生体情報センサー部
への測定ノイズの要因となる光の侵入を抑制でき、好適な構成となる。
【００１７】
　［適用例６］上記適用例に記載の電子機器において、前記裏蓋部は、２色成形によって
形成されていることを特徴とする。
【００１８】
　本適用例によれば、裏蓋部の透明部材とその他の箇所とが２色成形によって一体的に形
成されているので、部品点数を減らすことができ、簡易かつ低コストに裏蓋部を形成する
ことができる。
【００１９】
　［適用例７］上記適用例に記載の電子機器において、前記検出窓の少なくとも一部は、
前記ケース本体部から前記裏蓋部に向かう方向に突出するように形成されていることを特
徴とする。
【００２０】
　本適用例によれば、例えば、ユーザーの手首に装着されて使用される場合、生体情報セ
ンサー部が適正な押圧力で手首に押圧され、安定した状態での生体情報測定が可能となる
ことから、生体情報を正確に測定することができる。
【００２１】
　［適用例８］上記適用例に記載の電子機器において、前記生体情報センサー部は、光セ
ンサーを有していることを特徴とする。
【００２２】
　本適用例によれば、電子機器は、生体情報センサー部が光センサーを備えてなることか
ら、その特性により、生体情報としての例えば脈拍を正確に測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施形態に係る生体情報測定装置を示す斜視図。
【図２】本実施形態に係る生体情報測定装置を示す側面図。
【図３】図１のＡ－Ａ断線に沿う断面図。
【図４】本実施形態に係る外装ケースを示す図、（Ａ）は裏面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ
）は側面図。
【図５】（Ａ）は図４（Ｂ）のＢ－Ｂ断線に沿う断面図、（Ｂ）は図４（Ｂ）のＣ－Ｃ断
線に沿う断面図、（Ｃ）は図４（Ｂ）のＤ－Ｄ断線に沿う断面図。
【図６】本実施形態に係る生体情報測定装置を示す側面図。
【図７】本実施形態に係る生体情報測定装置を示す分解図。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を具体化した実施形態について図面に従って説明する。なお、使用する図
面は、説明する部分が認識可能な状態となるように、適宜拡大又は縮小して表示している
。
  ［生体情報測定装置の概略構成］
  図１は、本実施形態に係る生体情報測定装置２を示す斜視図である。図２は、本実施形
態に係る生体情報測定装置２を示す側面図である。なお、データ表示及び操作ボタン等を
省略してある。
【００２５】
　本実施形態に係る生体情報測定装置２は、人体、例えば手首６に装着され、脈波等の生
体情報を測定する電子機器である。生体情報測定装置２は、人体に密着されて生体情報を
測定する機器本体４と、機器本体４に取り付けられ機器本体４を手首６に装着するための
一対のバンド部８と、を備えている。
【００２６】
　機器本体４は、ケース本体部１０と、裏蓋部１２と、プロテクター１４と、を備えてい
る。ケース本体部１０と、裏蓋部１２と、プロテクター１４と、で外装ケース９を構成し
ている。
【００２７】
　図３は、図１のＡ－Ａ断線に沿う断面図である。
  機器本体４は、モジュール１６を備えている。モジュール１６は、生体情報としての脈
波を測定する生体情報センサー部としての脈拍センサー部３６と、表示パネル２４と、照
明用のＥＬ（Electro Luminescence）パネル４０と、回路基板４２と、パネル枠４４と、
回路ケース４６と、電池３０とを備えている。
【００２８】
　脈拍センサー部３６は、光センサーを備えている。これによれば、生体情報測定装置２
は、脈拍センサー部３６が光センサーを備えてなることから、その特性により、生体情報
として例えば脈波を測定し、これに基づいて脈拍数や血管の固さ、運動に関する状態や精
神的な状態などを導出することができる。
【００２９】
　光センサーは、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）などの発光素子からユーザーの手首６
に向けて照射され手首６の血管で反射された光を、集光ミラーで集光し、フォトダイオー
ドなどの受光素子で受光する。
  この際、光センサーは、血管の拡張時と収縮時とで光の反射率が異なる現象を利用して
ユーザーの脈拍を測定する。
  このことから、脈拍センサー部３６は、測定ノイズとなる光が光センサーの受光素子で
受光されないように、手首６に押圧されていることが好ましく、手首６に密着しているこ
とがより好ましい。
【００３０】
　回路基板４２には、一方の面に表示パネル２４、ＥＬパネル４０などを案内するパネル
枠４４が配置され、他方の面に電池３０などを案内する回路ケース４６が配置されている
。
【００３１】
　なお、回路基板４２には、ガラス繊維入りのエポキシ樹脂系の基板などが用いられ、両
面に銅箔などからなる配線パターンが形成されている。また、パネル枠４４、回路ケース
４６には、ポリアセタールやポリカーボネートなどの樹脂が用いられている。
【００３２】
　回路基板４２には、光センサーを駆動し脈拍を測定する回路、表示パネル２４を駆動す
る回路、各回路を制御する回路などを構成する素子が実装されている。
  回路基板４２は、一方の面に表示パネル２４との接続用電極が形成され、表示パネル２
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４の電極と図示しないコネクターを介して導通されている。
  表示パネル２４には、液晶パネルなどの表示部材が用いられ、各モードに応じて脈拍数
などの脈拍測定データや、現在時刻などの時刻情報などが表示される。
  ＥＬパネル４０は、表示パネル２４とパネル枠４４との間に配置され、回路基板４２と
接続されることで、ユーザーの所定の操作ボタン２６の操作により点灯し、表示パネル２
４を照明する。
【００３３】
　回路ケース４６に格納された電池３０には、充電可能なボタン型のリチウム二次電池が
用いられている。電池３０は、両極の端子が回路基板４２に接続され、電源を制御する回
路へ電源を供給する。
  電源は、この回路で所定の電圧に変換されるなどして各回路へ供給され、光センサーを
駆動し脈拍を検出する回路、表示パネル２４を駆動する回路、各回路を制御する回路など
を動作させる。
  電池３０の充電は、コイルばねなどの導通部材により回路基板４２と導通された一対の
充電端子３２を介して行われる。
  なお、電池３０には、充電が不要な一次電池を用いてもよい。
【００３４】
　図４は、本実施形態に係る外装ケース９を示す図であり、（Ａ）は裏面図、（Ｂ）は正
面図、（Ｃ）は側面図である。図５（Ａ）は、図４（Ｂ）のＢ－Ｂ断線に沿う断面図であ
り、図５（Ｂ）は、図４（Ｂ）のＣ－Ｃ断線に沿う断面図であり、図５（Ｃ）は、図４（
Ｂ）のＤ－Ｄ断線に沿う断面図である。
  本実施形態においては、ケース本体部１０は、一面は風防１８と一体に成形され、他面
は開口部２０が形成されている。ケース本体部１０には、透明のアクリル系の樹脂や、透
明のポリカーボネートを用いて成形されている。
【００３５】
　ケース本体部１０は、脈拍測定データなどを表示するためのデータ表示窓部２２が裏蓋
部１２側の反対側に形成され、脈拍測定データなどを表示する表示パネル２４（図３参照
）を、データ表示窓部２２から視認可能に構成されている。
  また、データ表示窓部２２には、透明樹脂などからケース本体部１０と一体に成形され
た風防１８が設けられ、この風防１８により表示パネル２４が保護されている。風防１８
の外周下部には、操作ボタン２６の機能や商品ロゴなどが印刷された枠状の見切り板２８
が配置されている。見切り板２８は、図４（Ｂ）外装ケース９の正面図（ケース本体部１
０の開口部２０に対して反対方向からの投影視、又はデータ表示窓部２２の表示窓側から
の投影視）において、ケース本体部１０の風防１８の内側の周囲に設けられている。別の
表現をすると、見切り板２８の透光領域（つまり開口領域）は、風防１８のそれよりも小
さい面積を有していると言える。その一方で、見切り板２８はデータ表示窓部２２の表示
領域と同等か、それ以上の面積に相当する透光面積を有している。そのため見切り板２８
は、データ表示窓部２２の視認性を損なうこと無く、風防１８や、ケース本体部１０と風
防１８との接面部周辺からの光を遮蔽することができる。これによれば、光センサーを備
えてなる脈拍センサー部３６への測定ノイズの要因となる光の侵入を抑制できる。また、
本実施例においては、見切り板２８は薄い板状の樹脂で構成されているが、金属板などを
用いても良く、光を吸収、又は反射しやすい色に着色されていることが好適である。
【００３６】
　ケース本体部１０には、例えば、脈拍測定データを表示する脈拍測定モードから、現在
時刻などを表示する通常モードや時刻修正を行う時刻修正モードなどへのモード変更、照
明点灯などの各種指示を行うための操作ボタン２６が複数設けられている。なお、本実施
形態では、４つのボタンを備えた生体情報測定装置を例示しているが、ボタンの数はこれ
に限定するものではなく、１つ、又は２つでも良い。また、表示パネル２４としてタッチ
パネルを採用し、風防１８の材料をそれに適切なものを選定すれば、ボタンを無くして、
タッチパネルによって上記のような操作を実施するように構成しても良い。この場合、生
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体情報測定装置を構成する部品点数が減少するので、さらに安価な機器を提供することが
できる。
【００３７】
　裏蓋部１２は、ケース本体部１０の開口部２０を塞ぐようにケース本体部１０に取り付
けられている。裏蓋部の内側１２－１は透明のアクリル若しくはポリカーボネートを用い
て成形されている。防水性能は、裏蓋部１２とケース本体部１０とでパッキンを挟むこと
で確保している。裏蓋部の外側１２－２は光を通さないように（中身が見えないように）
有色の樹脂で形成されている。裏蓋部１２の外側は有色ポリカーボネートやＡＢＳ樹脂な
どを用いて成形されている。さらに、裏蓋部の外側１２－２の表面をガラスやカーボンフ
ァイバーなどが含まれた高強度のグレード材料で被覆ことで強度を確保してもよい。
【００３８】
　裏蓋部の外側１２－２と裏蓋部の内側１２－１との固定は、例えば２色成形（ダブルモ
ールド）によって一体に成型することで、裏蓋部１２の強度確保に必要な厚みを両材料で
確保している。これによれば、裏蓋部１２の透明部材とその他の箇所とが２色成形によっ
て一体的に形成されているので、部品点数を減らすことができ、簡易かつ低コストで裏蓋
部１２を形成することができる。さらに、裏蓋部１２を一体成型することにより、寸法精
度が確保できる。これにより、要求防水性能（例えば、５気圧）が確保できる。
【００３９】
　図５（Ａ）、（Ｂ）に示したように、裏蓋部１２は光を遮蔽する導光制御部３４を備え
ている。より具体的には、導光制御部３４は、裏蓋部１２からケース本体部１０に向かっ
て延在し、検出窓７２（後述）の周囲に形成されている。導光制御部３４は裏蓋部１２の
検出窓７２の周囲に形成されている。このように構成することで、見切り板２８で十分に
遮光できなかった光や、プロテクター１４で遮光していない部位から侵入した光が、裏蓋
部１２の透明部材を導光路として光センサーを備えるモジュール１６近傍へ侵入してきた
場合でも、侵入光を遮ることができるので、生体情報測定への影響を抑制できる。
【００４０】
　裏蓋部１２に設けられた検出窓７２は、裏蓋部１２から外側（手首６側、つまりケース
本体部１０から裏蓋部１２に向かう方向）に突出するように配置されている。なお、検出
窓７２の裏蓋部１２からの突出量としては、手首６に対する適正な押圧力の確保するため
に、例えば、１～２ｍｍ程度が好ましい。これによれば、ユーザーの手首６に装着されて
使用される場合、ユーザーの手首６の測定部位が適正な押圧力で検出窓７２によって押圧
され、安定した状態での生体情報測定が可能となる。さらに、検出窓７２が裏蓋部１２か
ら突出することで生じた空間に、脈拍センサー部３６の一部、具体的には発光源や受光部
などを配置することで、脈拍センサー部３６と、ユーザーの手首６の測定部位との距離を
より近づけることができるため、脈拍センサー部３６に到達する光量が増え、Ｓ／Ｎ比を
向上させることができる。このように、裏蓋部１２に設けられた検出窓７２を、裏蓋部１
２から外側に突出するように配置することで、生体情報の測定性能を向上させることがで
きる。なお、図５において検出窓７２は裏蓋部１２上に偏在して配置されているが、これ
に限定されるものではない。例えば、検出窓７２を裏蓋部１２の中央近傍に配置しても良
い。
  加えて、裏蓋部１２には、外部機器との通信をするための通信端子や生体情報測定装置
２の電源となる電池３０への充電の際に用いられる一対の充電端子３２が設けられていて
も良い。
【００４１】
　生体情報測定装置２は、ケース本体部１０とケース本体部１０に組み込まれる上記各構
成要素との間に防水性を有するパッキンなどの封止部材が介在していることにより、機器
本体４の内部が気密に封止されている。つまり、ケース本体部１０と裏蓋部１２とを、そ
れぞれの開口部が向かい合うように嵌合することで形成される空間に、モジュール１６，
表示パネル２４、見切り板２８、電池３０、生体情報センサー部３６、ＥＬパネル４０、
回路基板４２、回路ケース４６などを収納している。ケース本体部１０と裏蓋部１２とは
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裏蓋部パッキン７０を介して嵌合されているので、防水性能を確保することができ、生体
情報測定装置２の水中での利用にも耐えうる構成となっている。
【００４２】
　図４（Ｂ）に示すように、外装ケース９の正面図（データ表示窓部２２の表示面側から
裏蓋方向を見た図）において、プロテクター１４は、少なくとも風防１８を除くケース本
体部１０を覆うように設けられている。別の表現をすると、プロテクター１４の透光領域
（開口面積）は、風防１８のそれよりも小さい。また、外装ケース９は、ケース本体部１
０と、裏蓋部１２と、プロテクター１４とによって構成されているが、それぞれに設けら
れた透光領域、つまり機器内部が見える「窓」となる部分の領域が大きい順に並べると、
ケース本体部１０、プロテクター１４、裏蓋部１２の順になる。また、プロテクター１４
は、バンド部８とケース本体部１０との係合部７４を覆うような翼状部７６を持ち、係合
部７４を保護すると同時に、図４（Ｂ）の視点方向からの外光を遮蔽している。図４（Ｃ
）及び図５（Ｂ）に示すように、翼状部７６はバンド部８の回転を所定範囲に収めるため
の回転制限部としても機能する。この構成によって、本発明の生体情報測定装置２をユー
ザーが腕から外してテーブルに置いたときに、バンド部８が大きく広がらないために裏蓋
側がテーブルに接触することを防止できるので、検出窓７２などの生体情報測定において
重要な構成が損傷することを予防することができる。
【００４３】
　図４（Ａ）は、外装ケース９の裏面図（裏蓋部１２の人体に接触する側から風防１８の
方向を見た図）であるが、検出窓７２の他に、係合部７４がプロテクター１４や裏蓋部の
外側１２－２などの遮光材料で覆われていないことが分かる。係合部７４は、正面図（図
４（Ｂ））においてプロテクター１４に覆われており、またバンド部８が接続されている
ため、直接的に外光に晒されて外光が侵入するような構造にはなっていない。しかし、外
光が反射するなどして、間接的にこの部位から外光が侵入した場合には、前述の導光制御
部３４で外光は遮られるので、生体情報測定への悪影響を抑制することができる。なお、
図４（Ａ）裏面図における外装ケース９の透光領域（透光部材が露出している面積）は、
図４（Ｂ）正面図におけるそれよりも小さいことが望ましい。
【００４４】
　図５（Ｃ）のように、プロテクター１４は裏蓋止めねじ用のナット３８を隠すために裏
蓋部１２をケース本体部１０に取り付けた後にケース本体部１０に固定される。これによ
り、ナット３８はプロテクター１４で覆われるため、外からナット３８が見えにくくなり
、外観を損なわずに裏蓋部１２とケース本体部１０とを固定することができる。また、裏
蓋部１２とケース本体部１０との間には、裏蓋部パッキン７０を挟むので、ナット３８と
ねじ５８とで強く締め付けることで、防水性能を確保することができる。
【００４５】
　ここで、本実施形態において裏蓋部１２とケース本体部１０とを固定するためにナット
３８とねじ５８を用いる理由について説明する。一般に樹脂材料の部品をねじで固定する
ときには、樹脂部品にねじ穴を刻む方法や、樹脂部品成形時にナットを金型に投げ込んで
成形する手法が取られる。しかし、前者の方法は、大きなねじを採用するのであれば問題
は無いが、細いねじを採用する場合には必要な強度を備えた「ねじ切り」を備えるねじ穴
を構成することは難しい。本願発明のように、機器の小型化、軽量化を目的とした場合に
は小さなねじ５８を採用する必要があるが、そのような小さなねじ５８に対応するねじ穴
を樹脂部品に開けようとした場合、ねじの掛かりが不十分なねじ穴になってしまったり、
数回ねじを抜き差ししただけで、いわゆる「ねじが馬鹿になった」状態に陥ってしまうこ
とが考えられる。後者の投げ込み成形を採用した場合にも、小型化に伴う問題が生じる。
細いねじ５８に対応する小さなナット３８を金型成形時に精度よく配置することは、製造
技術的に難易度が高く、それによりコストアップを招く恐れがある。そこで、本実施形態
では、ケース本体部１０にナット３８を収納する空間を設け、一方で裏蓋部１２にねじ５
８を収納する空間を設け、組立工程に於いてナット３８とねじ５８とを使って、ケース本
体部１０と裏蓋部１２とにより裏蓋部パッキン７０を挟んで固定する手法を採用した。こ
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のような構成を採用することで、簡単な組立工程で生体情報測定装置２の軽量化、小型化
、防水性能の確保を実現することができた。組立工程については、後述する。
【００４６】
　このようにケース本体部１０とプロテクター１４とを一体とはせずに別体として構成す
ることで、プロテクター１４はユーザーが容易に着脱できる部品とすることができ、例え
ば異なるデザインのプロテクター１４をユーザーが購入し、ユーザー自身が生体情報測定
装置２に取り付けられるように構成することで、ユーザー自身による生体情報測定装置２
の「着せ替え」が可能になる。
【００４７】
　また、この生体情報測定装置では、前述の通り、手首に押圧を掛けることが重要である
が、この応力は機器に取り付けられるバンドの締め付け力で制御される。したがって、こ
のバンドの機器に対する取付角度は非常に重要なのだが、ユーザーの手首の大きさによっ
て、この角度は様々となってしまう。
  図６は、本実施形態に係る生体情報測定装置を示す側面図である。図６では、バンド部
８を機器本体４に接続するための係合部７４を、ケース本体部１０ではなく、プロテクタ
ー１４に配置した構成としている。このように構成することで、例えば図６に示すように
、第１の係合部７４－１と第２の係合部７４－２との間の距離が異なるプロテクターを用
意し、ユーザーの手首の太さに適したプロテクター１４を外装ケース９に組み込むことで
、よりユーザーに適した機器を提供することが可能となる。
【００４８】
　本実施形態の生体情報測定装置２では、遮光構造として、プロテクター１４、見切り板
２８、導光制御部３４、及び裏蓋部の外側１２－２を採用している。このように多重に遮
光構造を設けている理由は、本願実施例で用いる生体情報センサー部への外光の侵入を抑
制するためである。これらの遮光構造を効果的に用いるために、図４（Ｂ）及び図５（Ａ
）、（Ｂ）を用いて、本実施形態で好適な遮光構造の配置について述べる。図４（Ｂ）及
び図５（Ａ）によると、外装ケース９の中心線に対し、見切り板２８の内縁はプロテクタ
ー１４のそれよりも中心線側に配置されている。このように配置することで、見切り板に
印刷された、又は刻印された文字やマークなどの視認性を損なうことなく、外光を遮光す
る構造を形成することができる。
【００４９】
　また、図５（Ｂ）を見ると、生体情報測定装置２のＣ－Ｃ断面に平行な面、つまり生体
情報測定装置２を腕に装着した状態の１２時－６時方向に平行な断面において、検出窓７
２の中心は風防１８の中央とほぼ同一位置に配置されている。換言すれば、この断面にお
いて、裏蓋部１２の略中央に検出窓７２が配置されている。そして検出窓７２を囲むよう
に、検出窓７２の突出位置と略同一位置まで隆起した裏蓋部の外側１２－２が配置されて
いる。好適には裏蓋部の外側１２－２の突出位置は、検出窓の突出位置より１ｍｍ低い、
つまりケース本体部に近いように構成している。このように構成することで、生体情報測
定装置２をユーザーの手首６に装着した際に、検出窓７２を腕の中央に配置させることが
容易になり、検出窓７２を偏向配置した場合に比べて、生体情報測定時にノイズ要因とな
る外光が侵入しにくい構造となる。また、裏蓋部の外側１２－２の突出位置が、検出窓７
２の突出位置よりも低くなるように配置することで、検出窓が十分に人体に接触しつつ、
余計な外光を遮断できるように構成することができる。
【００５０】
  また、この透明の窓はレンズ状の球面形状が望ましく、この形状が手首の皮膚にセンシ
ングに適した押圧を与えることができ、さらに、この球面形状は窓の縁から一段潜った位
置から盛り上がるような形状とし、球面形状の中央が、外周からわずかに突出するような
設定が望ましい。そして、この球面形状の中央の突出量が生体情報測定に密接な関係があ
る為、突出量を厳しく管理する必要がある。そこで、この裏蓋の透明部と不透明材料部の
境界において、透明材で成形された縁が不透明部より若干飛び出すようにし、この透明な
縁と突出部（中央）との管理を行う事で突出量が管理できる構造とした。つまり一次成形
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（透明材料の成形）において突出量は決定され、２次成形の影響による突出量のバラツキ
が排除できるため、突出量の精度が著しく向上する。
【００５１】
　以下に、生体情報測定装置２の機器本体４の外装の組立方法を説明する。
  図７は、本実施形態に係る生体情報測定装置２を示す分解図である。
  まず、ステップＳ１０において、両面テープ６８をケース本体部１０の上面に貼る。
【００５２】
　次に、ステップＳ２０において、ナット３８をケース本体部１０の４箇所にセットする
。
【００５３】
　次に、ステップＳ３０において、ケース本体部１０に貼られた両面テープ６８で、プロ
テクター１４がケース本体部１０に固定されるように、プロテクター１４をケース本体部
１０に嵌める。
【００５４】
　次に、ステップＳ４０において、Ｅリングホルダーを使い操作ボタン２６をケース本体
部１０に取り付ける。
【００５５】
　次に、ステップＳ５０において、裏蓋部パッキン７０をケース本体部１０の開口部２０
周りにセットする。
【００５６】
　次に、ステップＳ６０において、裏蓋部１２をケース本体部１０の開口部２０を塞ぐよ
うにケース本体部１０に取り付ける。
【００５７】
　次に、ステップＳ７０において、ねじ５８をナット３８に締め付け、ケース本体部１０
に裏蓋部１２を固定する。
  この組立方法によれば、従来のガラスパッキンをケース本体部に組み込む作業、及びガ
ラスをケース本体部に押し込む作業がないため、これらの作業に必要な大きな治具及びあ
る程度の専門技術等がいらなくなる。これにより、製造工程への負荷を低減し、コストダ
ウン及び歩留りが向上する。
【００５８】
　本実施形態によれば、生体情報測定装置２は、一般的な構造におけるケース本体部１０
と風防１８を一体とし、ケース本体部１０と風防１８の接面部における水分と高圧ガスの
接面漏れと、風防パッキンの内部組織を透過して漏れる浸透漏れをなくすことができる。
これにより、ケース本体部と風防との接面部の防水性を確保するための剛性設計などを考
慮する必要が無くなるので、小型化、薄型化、及び軽量化を維持して防水性能を向上させ
ることができる。このような生体情報測定装置２を用いることで、ユーザーの生体情報を
計測できる場面を飛躍的に拡大することができる。例えば水泳や水中ウォーキングなど、
水中での活動にも携行できるような電子機器を提供することができる。また、小型化、軽
量化を実現できたため、一日中生体情報測定装置２を携行することも容易になる。
【００５９】
　生体情報測定装置２は、脈拍センサー部３６に光センサーが用いられていることから、
その特性に合致する血管の拡張時と収縮時とで光の反射率が異なる現象を利用して、脈拍
を正確に測定することができる。
  加えて、生体情報測定装置２は、脈拍センサー部３６が、ユーザーの手首６に装着され
て使用される場合、脈拍センサー部３６と手首６との接触状態が良好である。
  このことから、生体情報測定装置２は、光センサーを備えてなる脈拍センサー部３６へ
の測定ノイズの要因となる光の侵入を抑制でき、光センサーの使用において好適な構成と
なっている。
【００６０】
　（変形例１）
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  本願実施形態においては、手首に装着して生体情報を計測する生体情報測定装置２を用
いて説明したが、生体情報測定装置２の装着部位はこれに限定するものではない。上腕部
、胸部などユーザーの測定部位に生体情報測定装置を固定するために好適なバンドやサポ
ーターを用いて、本実施形態における生体情報測定装置２をユーザーの体に固定するよう
に構成しても良い。
【００６１】
　（変形例２）
  図７では、プロテクターをケース本体部１０に両面テープ６８で固定する構成としたが
、これに限定するものではない。プロテクター１４を固定する方法として、図４（Ｃ）の
ように、プロテクター１４に操作ボタン２６に対応する形状の開口部を設け、操作ボタン
２６でプロテクター１４の固定を図ってもよい。換言すれば、操作ボタン２６をプロテク
ター１４固定部材として利用しても良い。また、ケース本体部１０又は裏蓋部１２の側面
（風防１８や検出窓７２に対して略垂直な面）に略凸形状又は略凹形状の嵌合部を設け、
それに対応するような嵌合部をプロテクター１４に設けて、これらの嵌合部を使ってプロ
テクター１４を固定するように構成しても良い。又は、上記いずれかの方法を組み合わせ
てプロテクター１４を固定しても良い。このように構成することで、より確かにプロテク
ター１４を固定することができる。また、生体情報測定装置２の裏面、つまり裏蓋部１２
の人体と接触する面を使わずに、生体情報測定装置２の側面を使ってプロテクター１４を
固定できるので、生体情報の測定面側に不要な構造を配置する必要がないために、安定し
た生体情報の測定に寄与しつつ、プロテクター１４を固定することができる。さらに、ユ
ーザーによる「着せ替え」のための利便性を考慮すると、プロテクター１４の嵌合部の一
部は、裏蓋部１２の人体と接触する面の周辺部まで回りこむように構成することが好まし
い。このような構造にすることで、ユーザー自身によるプロテクターの着せ替えの容易性
を確保しつつ、生体情報測定への影響を小さく抑えることができる。
【００６２】
　（変形例３）
  本願実施例においては、裏蓋部１２は透明な裏蓋部の内側１２－１と、有色の裏蓋部の
外側１２－２とで構成されるものとして記述したが、これに限られるものではない。生体
情報測定に利用する光の波長に対して、裏蓋部の検出窓７２が透明であれば良く、例えば
導光制御部３４までが全て有色部材で構成され、導光制御部３４に囲まれた領域又は、検
出窓７２だけが透明部材で構成されていても良い。この場合、有色のポリカーボネートと
透明のポリカーボネートとを組み合わせて用いることで、一体化した裏蓋部１２を形成す
ることができる。このように構成した裏蓋部１２を用いても、組立工程は図７と変わるこ
と無く、同様の効果を奏する。
【符号の説明】
【００６３】
　２…生体情報測定装置（電子機器）　４…機器本体　６…手首　８…バンド部　９…外
装ケース　１０…ケース本体部　１２…裏蓋部　１４…プロテクター　１６…モジュール
　１８…風防　２０…開口部　２２…データ表示窓部　２４…表示パネル　２６…操作ボ
タン　２８…見切り板　３０…電池　３２…充電端子　３４…導光制御部　３６…脈拍セ
ンサー部（生体情報センサー部）　３８…ナット　４０…ＥＬパネル　４２…回路基板　
４４…パネル枠　４６…回路ケース　５８…ねじ　６８…両面テープ　７０…裏蓋部パッ
キン　７２…検出窓　７４…係合部　７４－１…第１の係合部　７４－２…第２の係合部
　７６…翼状部。
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